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Ⅲ

特別
寄稿

〔
税
理
士
法
〕
第
４３
条

税
理
士
は
、
懲
戒
処
分
に
よ

り
、
弁
護
士
、
外
国
法
事
務
弁

護
士
、
公
認
会
計
士
、
弁
理

士
、
司
法
書
士
、
行
政
書
士
若

し
く
は
社
会
保
険
労
務
士
の
業

務
を
停
止
さ
れ
た
場
合
又
は
不

動
産
鑑
定
士
の
鑑
定
評
価
等
業

務
を
禁
止
さ
れ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
そ
の
処
分
を
受
け
て
い

る
間
、
税
理
士
業
務
を
行
つ
て

は
な
ら
な
い
。
税
理
士
が
報
酬

の
あ
る
公
職
に
就
き
、
そ
の
職

に
あ
る
間
に
お
い
て
も
、
ま
た

同
様
と
す
る
。

業
務
の
停
止
に

い
た
る
経
緯

自
分
の
税
理
士
証
票
を
あ
ら

た
め
て
見
る
と
、
３０
歳
代
の
顔

写
真
が
若
々
し
い
。
昭
和
５６
年

に
税
理
士
登
録
を
し
て
か
ら
、

２６
年
近
く
に
な
る
。
人
生
の
半

分
近
く
を
「
税
理
士
」
と
し
て

過
ご
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
た
び
「
税
理
士
業
務
の

停
止
」
と
な
り
、
こ
の
税
理
士

証
票
と
会
員
章
を
返
納
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
の
７
月
１０
日

か
ら
３
年
間
、
国
税
不
服
審
判

所
審
判
官
と
し
て
「
報
酬
の
あ

る
公
職
」
に
任
官
す
る
こ
と
と

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ

る
「
税
理
士
任
官
」
で
あ
る
。

国
税
不
服
審
判
所
の
「
国
税

審
判
官
の
資
格
」
は
、
第
１
が

「
弁
護
士
、
税
理
士
、
公
認
会

計
士
、
大
学
の
教
授
若
し
く
は

助
教
授
、
裁
判
官
又
は
検
察
官

の
職
に
あ
つ
た
経
歴
を
有
す
る

者
で
、
国
税
に
関
す
る
学
識
経

験
を
有
す
る
も
の
」
と
さ
れ
、

続
い
て
一
定
以
上
の
「
国
税
に

関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
経
歴

を
有
す
る
」「
国
家
公
務
員
」
、

第
３
に
有
識
者
と
さ
れ
て
い
る

が
（
注
１
）
、
創

設

以

来
３０
有

余
年
、
国
税
職
員
が
そ
の
ほ
と

ん
ど
を
占
め
、
裁
判
官
等
は
一

定
数
お
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
純

粋
の
民
間
人
か
ら
の
任
官
は
希

有
で
あ
る
（
注
２
）
。

平
成
１０
年
に
中
央
省
庁
等
改

革
基
本
法
が
成
立
し
、
こ
れ
を

受
け
て
決
定
さ
れ
た
中
央
省
庁

等
改
革
の
推
進
に
関
す
る
方
針

（
平
成
１１
年
）
が
決
定
さ
れ
た

が
、
こ
の
中
で
行
政
の
外
部
か

ら
特
定
分
野
に
関
す
る
専
門
的

な
知
識
経
験
等
を
有
す
る
人
材

を
任
期
を
限
っ
て
採
用
す
る
新

た
な
「
任
期
付
採
用
制
度
」
の

整
備
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
、
平

成
１２
年
に
「
任
期
付
職
員
法

（
注
３
）
」
が
制
定
・
施
行
さ

れ
た
。
す
で
に
弁
護
士
等
は
各

省
庁
に
任
期
付
き
で
任
官
し
て

い
る
。

国
税
不
服
審
判
所
は
、
は
じ

め
て
今
年
こ
の
任
期
付
任
官
制

度
で
の
審
判
官
（
任
期
３
年
）

を
募
集
し
た
。
採
用
試
験
は
、

書
類
選
考
（
志
望
理
由
、
実
務

経
験
、
研
究
実
績
等
を
記
載
提

出
）
と
面
接
試
験
で
あ
り
、
私

は
こ
れ
に
よ
り
審
判
官
と
し
て

任
官
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の

で
あ
る
。

審
判
官
へ
の
税
理

士
任
官
の
意
義

行
政
の
「
事
前
」
に
お
け
る

公
正
の
確
保
の
た
め
に
、
平
成

５
年
、
行
政
手
続
法
が
定
め
ら

れ

た
。
ま

た
、「
事

後
」
の

救

済
制
度
で
あ
る
行
政
事
件
訴
訟

法
は
、
平
成
１６
年
、
改
正
整
備

さ
れ
た
。
行
政
運
営
の
事
前
規

制
手
続
と
事
後
の
司
法
チ
ェ
ッ

ク
の
狭
間
に
行
政
段
階
に
お
け

る
権
利
救
済
制
度
で
あ
る
不
服

審
査
制
度
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
現
在
、
総
務
省
に
「
行

政
不
服
審
査
制
度
検
討
会
」
が

設
け
ら
れ
、
制
度
の
抜
本
的
な

改
正
に
向
け
て
検
討
を
重
ね
て

い
る
（
注
４
）
。
そ
の
検
討
内

容
は
、
不
服
審
査
制
度
の
一
元

化
や
迅
速
化
な
ど
多
方
面
に
わ

た
っ
て
い
る
が
、
改
革
は
公
正

で
客
観
的
な
審
査
制
度
を
志
向

し
て
い
る
。

課
税
と
い
う
場
面
で
は
、
納

税
者
と
行
政
の
利
害
が
対
立
す

る
。
も
と
よ
り
租
税
行
政
は
法

律
に
従
っ
て
適
正
に
な
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
が
、
も
し
こ

れ
に
反
す
る
と
き
す
べ
て
裁
判

に
持
ち
込
ま
れ
、
司
法
判
断
を

求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す

れ
ば
、
社
会
制
度
と
し
て
効
率

的
で
は
な
い
。
行
政
段
階
で
是

正
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
に
過
ぎ
る

こ
と
は
な
く
、
特
に
大
量
反
復

性
が
高
い
租
税
行
政
に
お
い
て

は
、
不
服
審
査
制
度
が
有
効
に

活
用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。国

税
不
服
審
判
所
が
、
有
用

な
機
関
と
い
え
る
た
め
に
は
、

そ
の
目
的
か
ら
し
て
裁
決
内
容

が
適
正
公
正
で
あ
る
こ
と
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
社
会
制

度
と
し
て
は
、
実
績
に
加
え
て

国
民
納
税
者
か
ら
見
て
公
正
で

あ
る
と
信
任
さ
れ
な
く
て
は
な

る
ま
い
。
つ
ま
り
そ
の
運
営
に

お
い
て
も
、
国
民
納
税
者
に
現

処
分
庁
か
ら
距
離
を
置
い
た
中

立
性
、
第
三
者
機
関
性
が
感
じ

ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
前
述

の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
審
判
官
の

ほ
と
ん
ど
が
国
税
職
員
で
あ

り
、
い
っ
た
ん
席
を
離
れ
て
審

判
官
と
な
っ
て
も
ま
た
後
日
戻

っ
て
い
く
よ
う
で
あ
れ
ば
、
国

民
納
税
者
か
ら
信
任
さ
れ
る
こ

と
は
難
し
い
。

税
理
士
が
民
間
で
の
経
験
を

ふ
ま
え
て
、
国
税
不
服
審
判
所

に
入
る
こ
と
は
、
そ
の
経
験
知

見
が
活
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

に
加
え
て
、
国
税
不
服
審
判
所

が
租
税
行
政
の
中
に
あ
る
も
の

の
第
三
者
機
関
性
を
持
つ
も
の

で
あ
る
こ
と
が
、
国
民
納
税
者

に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
意
義

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今

回
、
民
間
公
募
と
い
う
手
続
で

広
く
人
材
を
求
め
、
税
理
士
任

官
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
の
意
義

は
小
さ
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

税
理
士
任
官
制
度

の
課
題

現
職
の
税
理
士
が
審
判
官
に

任
官
す
る
と
、
税
理
士
法
上
、

税
理
士
業
務
が
で
き
な
く
な

る
。
こ
の
こ
と
が
開
業
し
て
い

る
税
理
士
に
と
っ
て
任
官
へ
の

障
害
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
指

摘
は
少
な
く
な
い
。
審
判
官
に

非
常
勤
制
度
を
設
け
、
税
理
士

業
務
と
の
兼
業
を
認
め
る
べ
き

で
あ
る
と
の
意
見
も
あ
る
。

確
か
に
私
自
身
を
振
り
返
っ

て
も
、
審
判
官
応
募
に
際
し
て

は
決
意
を
要
し
た
。
し
か
し
審

判
官
が
税
理
士
業
を
営
め
な
い

こ
と
は
、
国
税
不
服
審
判
所
の

裁
決
が
課
税
関
係
を
決
す
る
効

力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
以
上
致

し
方
が
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
る
。

国
税
不
服
審
判
所
に
中
立

性
、
第
三
者
機
関
性
を
期
待

し
、
審
判
官
の
多
く
が
租
税
行

政
職
員
で
占
め
ら
れ
る
現
状
を

問
題
と
す
る
な
ら
ば
、
税
理
士

審
判
官
が
同
時
に
税
理
士
業
も

行
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
は
中

立
性
と
い
う
同
じ
視
点
か
ら
問

題
と
さ
れ
よ
う
。
税
理
士
業
務

は
つ
ね
に
審
査
請
求
に
い
た
る

可
能
性
が
あ
る
以
上
、
審
判
官

で
あ
る
間
は
税
理
士
業
務
を
す

る
べ
き
で
は
な
い
。

も
し
任
官
中
は
税
理
士
業
務

を
停
止
さ
れ
る
こ
と
の
デ
メ
リ

ッ
ト
を
カ
バ
ー
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
審
判
官
制
度
を
変
え
る
の

で
は
な
く
、
税
理
士
会
が
審
判

官
に
「
税
理
士
任
官
」
し
た
会

員
を
支
え
る
施
策
を
考
慮
す
べ

き
で
あ
ろ
う
（
注
５
）
。

審
判
官
は
、
国
家
公
務
員
と

し
て
制
約
を
受
け
る
。
守
秘
義

務
は
当
然
と
し
て
も
、
兼
業
の

禁
止
か
ら
、
民
間
企
業
の
非
常

勤
監
査
役
を
は
じ
め
、
財
団
法

人
社
団
法
人
の
役
員
も
整
理
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
学

年
度
の
中
途
で
あ
っ
て
も
大
学

で
の
講
師
も
辞
め
る
こ
と
に
な

る
。民

間
で
多
年
仕
事
を
し
て
い

れ
ば
、
公
的
役
職
も
い
く
つ
か

あ
る
。
人
事
院
の
承
認
を
経
て

６
月
初
旬
に
正
式
決
定
し
、
そ

の
後
１
ヶ
月
ほ
ど
で
任
官
と
い

う
の
は
、
あ
ま
り
に
時
間
が
な

い
。
税
理
士
任
官
制
度
が
定
着

し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
う
し

た
面
で
の
配
慮
が
必
要
で
あ
ろ

う
。い

ず
れ
に
せ
よ
、「
税
理
士

任
官
」
第
一
期
生
と
し
て
新
し

く
始
ま
っ
た
税
理
士
任
官
の
制

度
が
定
着
し
て
い
く
こ
と
を
願

っ
て
や
ま
な
い
。

（
注
１
）

国
税
通
則
法
施
行

令
３１
条

（
注
２
）

平
成
１８
年
現
在
、

税
務
部
外
か
ら
の
任
用
者
は

全
国
で
１０
名
で
あ
り
、
裁
判

官
と
検
事
で
あ
る
。
過
去
に

お
い
て
も
、
大
学
研
究
者
数

名
の
ほ
か
に
純
粋
の
民
間
出

身
者
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、

２
名
で
あ
る
。
朝
倉
洋
子

「
情
報
公
開
請
求
で
み
る
国

税
不
服
審
判
所
の
あ
り
方
」

租
税
訴
訟
学
会
編
『
租
税
訴

訟
』
２
０
０
７
年
財
経
詳
報

社

１
１
１
頁
以
下
参
照

（
注
３
）

一
般
職
の
任
期

付
職
員
の
採
用
、
及
び
給

与
の
特
例
に
関
す
る
法
律

（
注
４
）

「
行
政
不
服
審

査
制
度
検
討
会

中
間
と

り
ま
と
め

―

行
政
不

服
審
査
制
度
改
正
の
方
向

性
の
骨
子
」
平
成
１９
年
４

月
２
日
公
表

（
注
５
）

任
官
中
、
税
理

士
業
務
は
で
き
な
い
が
、

会
則
上
、
税
理
士
会
会
費

は
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

我
が「
税
理
士
業
務
の『
停
止
』」の
弁

菅納敏恭
【神 田】
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